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市長
コラムコラム 　いよいよ今月13日㈷に「ふじまる」がオープンします！図書館、子育て・保健セン

ター、多目的ホールのほか、プレイルームや芝生広場、カフェも設置された全ての世
代の人たちが学び、憩い、触れ合い、楽しむ新たな藤岡のシンボルとなる施設です。
皆さんがそれぞれの目的でふじまるを気兼ねなく訪れ、人や地域とつながりながら思
い思いの時間を過ごしていただけたら何よりです。
　多くの人たちが集い、多様な市民活動や世代を超えた交流により人と人の絆、地域
への愛情が育まれ、藤岡の未来がさらなる笑顔、やる気、希望に満ち溢れることを願っ
ています！

新たな藤岡のシンボル　複合施設ふじまるオープン

100歳のお誕生日
おめでとうございます

市長から表彰状が贈られました

中中
なかざとなかざと

里里　愛愛
あいぞうあいぞう

藏藏さんさん
（８（８月15日生まれ・藤岡）月15日生まれ・藤岡）

　

中
小
運
輸
事
業
者
向
け

　

燃
油
価
格
等
高
騰
対
応
事
業
補
助
金

　

燃
油
価
格
な
ど
の
高
騰
で
、
経

営
に
大
き
な
影
響
が
生
じ
て
い
る

市
内
の
中
小
運
輸
事
業
者
の
経
済

的
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
事
業
の

継
続
を
支
援
す
る
た
め
、
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

対
象
事
業　

▽
一
般
・
特
定
貨
物

運
送
事
業
▽
乗
合
・
貸
切
バ
ス
事

業
▽
タ
ク
シ
ー
事
業
▽
貨
物
軽
自

動
車
運
送
事
業

対
象
者　

次
の
全
て
の
要
件
を
満

た
す
中
小
企
業
者
・
個
人
事
業
主

▽
市
内
に
本
社
を
置
い
て
い
る
▽

対
象
事
業
の
営
業
に
関
し
て
必
要

な
許
可
を
得
て
い
る
▽
申
請
日
時

点
で
事
業
を
営
ん
で
お
り
、
事
業

継
続
の
意
思
が
あ
る
▽
市
税
の
滞

納
が
な
い

対
象
車
両　

次
の
全
て
の
要
件
を

満
た
す
対
象
者
が
有
す
る
車
両
▽

運
送
事
業
に
使
用
す
る（
被
け
ん

引
車
は
除
く
）▽
使
用
の
本
拠
の

位
置
が
藤
岡
市
▽
運
輸
局
に
登
録
・

届
け
出
を
し
て
い
る
事
業
用
▽
車

検
証
の
使
用
者
と
補
助
金
の
申
請

者
が
同
一

補
助
金
額　

１
事
業
者
当
た
り
50

万
円
を
上
限
と
し
、
左
表
の
金
額

を
交
付

　

健
康
福
祉
祭

　

健
康
に
関
す
る
ブ
ー
ス
が
盛
り

だ
く
さ
ん
な
、
子
ど
も
か
ら
大
人

ま
で
楽
し
み
な
が
ら
健
康
に
つ
い

て
学
べ
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　

ぜ
ひ
、
皆
さ
ん
で
お
出
か
け
く

だ
さ
い
。

日
時

11
月
８
日
㈯
午
前
９
時
〜

11
時
30
分

会
場　

複
合
施
設
ふ
じ
ま
る

内
容　

▽
歯
科
相
談
▽
野
菜
量
チ
ェ
ッ

ク
▽
血
管
年
齢
測
定
▽
野
菜
な
ど

の
直
売
▽
軽
ス
ポ
ー
ツ
▽
健
康
に

関
す
る
ク
イ
ズ
な
ど

そ
の
他　

ク
イ
ズ
参
加
者
に
は
景

品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す

※
景
品
は
な
く
な
り
次
第
終
了

問
い
合
わ
せ　

健
康
づ
く
り
課（
☎

40
２
８
０
８
）

　

平
日
お
よ
び
水
曜
夜
間
窓
口
で

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け

取
り
が
難
し
い
人
の
た
め
に
、
日

曜
交
付
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。　

　

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
、
受
け
取
り

を
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　

毎
月
第
１
日
曜
日
の
午
前

９
時
〜
正
午（
受
け
付
け
は
午
前

11
時
30
分
ま
で
）

会
場　

市
民
課

持
っ
て
く
る
物　

個
人
番
号
カ
ー

ド
交
付
通
知
書
お
よ
び
同
封
さ
れ

て
い
る
案
内
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

そ
の
他　

▽
交
付
通
知
書
の
交
付

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

　

日
曜
交
付
窓
口
を
開
設
し
ま
す

場
所
が
鬼
石
振
興
課
と
な
っ
て
い

る
人
は
、
事
前
に
予
約
が
必
要
で

す
。
３
開
庁
日
前
ま
で
に
鬼
石
振

興
課
へ
電
話
予
約
の
上
、
当
日
は

市
民
課
に
て
受
け
取
っ
て
く
だ
さ

い
▽
日
曜
交
付
窓
口
で
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
手
続
き

（
電
子
証
明
書
更
新
や
暗
証
番
号

変
更
・
再
設
定
な
ど
）は
行
っ
て

い
ま
せ
ん

問
い
合
わ
せ　

市
民
課（
☎
40
２

２
５
６
）・
鬼
石
振
興
課（
☎
52
３

１
１
１
）

　

不
正
軽
油
は
犯
罪
で
す

10
月
は「
全
国
不
正
軽
油
撲
滅

強
化
月
間
」と
し
て
、
不
正
軽
油

撲
滅
の
取
り
組
み
を
全
国
で
強
化

し
て
い
ま
す
。

　

不
正
軽
油
と
は
、
軽
油
に
灯
油

や
重
油
を
混
ぜ
な
が
ら
軽
油
と
称

し
て
販
売
・
使
用
さ
れ
る
燃
料
の

こ
と
で
す
。

罰
則
対
象　

▽
不
正
軽
油
を
製
造
・

販
売
・
使
用
し
て
い
る
人
▽
不
正

軽
油
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
知
り

な
が
ら
材
料
を
提
供
・
運
搬
し
た

人
▽
製
造
す
る
場
所
を
提
供
し
た
人

問
い
合
わ
せ　

前
橋
行
政
県
税
事

務
所（
☎
０
２
７
・
２
３
１
・
２

８
０
１
）・
税
務
課（
☎
40
２
８

０
３
）

事業 金額（１台当たり）

一般・特定貨物運送事業 ２万円

乗合・貸切バス事業 ２万円

タクシー事業 １万2,000円

貨物軽自動車運送事業 １万円

そ
の
他　

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（
下
記
２
次
元
コ
ー

ド
を
読
み
取
り
）で
確

認
し
て
く
だ
さ
い

申
請
・
問
い
合
わ
せ　

令
和
８
年

２
月
３
日
㈫（
必
着
）ま
で
に
ふ

じ
お
か
電
子
申
請
受
付
シ
ス
テ
ム

（
下
記
２
次
元
コ
ー
ド

を
読
み
取
り
）か
ら
申

請
ま
た
は
郵
送
で
商
業

観
光
課（
〒
375
‐
８
６
０
１（
住

所
不
要
）・
☎
40
２
３
１
８
）へ

　相続登記や住所等変更登記がされないことによって、所有者が分からない土地が増え、公共
工事や災害復旧が円滑に進まないなど、さまざまな悪影響が生じています。
　そのため、令和６年４月１日から相続登記が義務化されたところですが、８年４月１日からは、
これまで任意だった不動産の所有者の住所や氏名・名称の変更登記についても、下記のように
法律で義務付けられます。

問い合わせ問い合わせ　前橋地方法務局高崎支局（☎027・322・6315）　前橋地方法務局高崎支局（☎027・322・6315）
都市計画課（☎402824）都市計画課（☎402824）　　  　　　　　　　　

住所・名前の変更の日から住所・名前の変更の日から２年以内２年以内に登記に登記

　不動産の所有者（所有権の登記名義人）は、住所や氏名・名称に変更があった場合、その変
更日から２年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。法人が所有する不動
産についても同様です。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、５万円以下の過料
が科される可能性があります。

義務化前義務化前の変更も対象の変更も対象

　義務化前の変更も対象になることから、義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合、
10年３月末までに変更登記が必要です。

不動産の所有者の皆さんへ

住所・名前住所・名前の変更登記変更登記が義務化義務化されますされます住所・名前住所・名前のの変更登記変更登記がが義務化義務化されますされます

法人も


